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『 
大  
輪 
菊
』
や
『 
懸  
崖 
菊
』
『
盆
栽

だ
い 
り
ん 

け
ん 
が
い

菊
』
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
菊
を
育
て
て
み

ま
せ
ん
か
。

 
池  
田 
か
ず 
子 
さ
ん

い
け 

だ 

こ

『
愛
の
う
た
の
夕
べ
』

〜
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
登
別
主
催
〜

▼
日
時　

５
月　

日
�　

開
場　

時
、

２０

１８

開
演　

時　

分

１８

３０

▼
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

▼
入
場
料　

２
千
円

▼
問
い
合
わ
せ　

山
田
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　

（
�
◯８８
 

１
２
１
３
）

剣
道
で
心
と
体
を
鍛
え
ま
せ
ん
か
。

大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
よ
。

▼
練
習
日
時　

毎
週
火
・
土
曜
日　
　
１８

▼
会
費　

年
額
５
千
円

※
年
齢
、
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
４
月　

日
�
老
人
福
祉
セ
ン

２４

タ
ー
で
菊
作
り
講
習
会
（　

時　

分
〜

１３

３０

　

時
）
を
開
催
し
ま
す
。

１５
参
加
料
は
無
料
で
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み　

小
原
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　

（
�
◯８５
 

５
２
７
２
）

登
別
菊
花
好
友
会
の

会
員
を
募
集
し
ま
す

�
月
�
日
か
ら

『
登
別
市
不
法
投
棄
、
ポ
イ
捨
て

及
び
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
の
放
置

防
止
条
例
』
が
ス
タ
ー
ト

『
登
別
市
不
法
投
棄
、
ポ
イ
捨
て
及

び
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
の
放
置
防
止
条
例
』

が
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
条
例
は
、
登
別
市
を
不
法
投
棄
、

ポ
イ
捨
て
、
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
放
置
の
な

い
ま
ち
に
し
、
環
境
の
保
全
や
美
観
の

保
持
、
資
源
の
循
環
的
な
利
用
を
推
進

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
登
別
を
美
し
い
ま
ま
に
、
未
来

へ
引
き
継
ぐ
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
ご
み
の
分
別
と
再
生
資
源
（
空
き
缶
・

空
き
瓶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
家
電
製

品
な
ど
）
を
適
正
に
処
理
し
、
ポ
イ

捨
て
や
不
法
投
棄
に
つ
な
が
る
行
為

を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

�
ペ
ッ
ト
を
散
歩
さ
せ
る
と
き
は
、
ふ

ん
を
処
理
す
る
用
具
を
常
に
携
行
し

て
、
ふ
ん
を
持
ち
帰
り
、
正
し
く
処

理
し
ま
し
ょ
う
。

�
市
や
地
域
、
職
場
で
の
環
境
美
化
活

動
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

�
不
法
投
棄
ま
た
は
不
法
投
棄
を
し
て

い
る
人
を
発
見
し
た
と
き
は
、
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

環
境
対
策
Ｇ

　

（
ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
�
◯８５
 

２

９
５
８
）

時
〜　

時
２０

▼
場
所　

登
別
市
青
少
年
会
館

▼
対
象　

小
学
１
年
生
〜
中
学
３
年
生

▼
会
費　

月
額
２
千　

円
、
そ
の
ほ
か

５００

傷
害
保
険
料
な
ど

幌
別
剣
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

登
別
錬
真
館
団
員
募
集

▼
申
し
込
み　

花
井
さ
ん
（
�
◯８０
 

２
６

６
０
）
ま
た
は 
鳥  
居 
さ
ん
（
�
◯８５
 

７

と
り 

い

９
１
４
）

国民健康保険からのお知らせ

▼問い合わせ　国保・年金グループ（電話◯８５ １７７１）

～こんなときは１４日以内に届け出を～

届け出に必要なものこんなとき

印鑑、前年の所得が分かるもの、
年金証書（年金受給者のみ）

他の市町村から転入
してきたとき

国
保
に
入
る
と
き

印鑑、職場の健康保険離脱証明書、
年金証書（年金受給者のみ）

職場の健康保険をや
めたとき

印鑑、被扶養者になれない理由の
証明書（健康保険離脱証明書）、
年金証書（年金受給者のみ）

職場の健康保険の被
扶養者からはずれた
とき

印鑑、被保険者証、母子健康手帳、
世帯主の預金通帳

子どもが生まれたと
き

印鑑、生活保護廃止決定通知書生活保護を受けなく
なったとき

印鑑、被保険者証他の市町村に転出す
るとき

国
保
を
や
め
る
と
き

印鑑、国保と職場の両方の健康保
険被保険者証

職場の健康保険に入
ったとき

職場の健康保険の被
扶養者になったとき

印鑑、被保険者証、喪主または施
主の預金通帳

国保の被保険者が死
亡したとき

印鑑、被保険者証、生活保護開始
決定通知書

生活保護を受けるよ
うになったとき

印鑑、被保険者証、年金証書（年
金受給者のみ）

退職者医療制度の対
象になったとき

そ　
　

の　
　

他

印鑑、被保険者証

市町村内で住所が変
わったとき

世帯主や氏名が変わ
ったとき

世帯を分けたり、一
緒にしたとき

出稼ぎや長期の旅行
のとき

印鑑、被保険者証、在学証明書修学のために別に住
所を定めるとき

印鑑、本人であることを証明する
もの（運転免許証、使えなくなっ
た被保険者証など）

被保険者証をなくし
たときまたは汚れて
使えなくなったとき


